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令和４年度第３回千葉県図書館協議会議事録（要録） 

 

１ 日 時  令和５年３月７日（火）午後１時３０分から午後３時４０分まで 

２ 場 所  千葉県文化会館聖賢堂 会議室 

３ 出席者  委     員  秋 山 美 奈 子     飯 泉 み ゆ き 

植 村  八 潮     小 野 日 実 子 

強 崎  章 子     鈴 木  宏 子◯ 

髙 石   卓◎          根 本   彰   

濱 岡  眞 紀     ◎は議長、◯は副議長 

 

              中央図書館長  岩 﨑  雅 夫 

              西部図書館長  安 宅  仁 志 

        東部図書副館長 忍 足  哲 也 

                               他７名 

 

４ 議 事 

（１）令和５年度千葉県立図書館当初予算（案）について（報告） 

（２）令和５年度千葉県立図書館事業計画（案）について（協議） 

（３）その他 

５ その他 

 

 会議開会宣言の後、図書館協議会会議運営規則第６条の規定に基づく会議成立の確認 

がなされた。 

 

＜会議録＞ 

議   長 

 

 

事 務 局 

議   長 

委  員 

 

 

事 務 局 

本日は、議事が２件です。 

議事の（１）令和５年度千葉県立図書館当初予算（案）について、事務局

から説明願います。 

＜議事の説明＞ 

御質問・御意見がありましたらお願いいたします。 

図書等購入費についてお尋ねします。契約等の関係で年度末から年度当初

にかけて本が買えない期間が相当あると伺ったことがありますが、次年度

はいかがでしょうか。 

入札等の手続完了後、発注が始まるのがゴールデンウィーク明けになるの
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ですが、選書については年度当初から進めることから、それほど大きな

影響はないと思います。 

県立図書館に２ヶ月新しい本が入らないというのは、市町村の図書館に

とっても少々厳しい状況です。今後、県立図書館が１館に集約されるとき

には対策を取っていただきたいですし、県立図書館にリクエストできない

期間を短くする、またはそのような期間をなくすというような体制づくり

をお願いします。 

図書購入にあたっては業者を選定する必要がありますが、前年度中に業者

を選定することが可能か、出納等関係部署とも相談するなど努力をして

いきたいと思います。 

蔵書構成を考えるにあたり、図書購入等について新しい図書館に集約され

るという話が一体どのようになるのか情報がないことから、どのように

考えたら良いか判断しかねます。図書館としてはどのようにお考えなので

しょうか。 

新県立図書館については、基本設計に入っていますが開館年次は固まって

いない状況と関係部署から聞いております。５年程度は時間を要するもの

と見込んでおり、あと数年は各館の事情に応じた運営を継続していくこと

になるかと思います。新館とはいえ限られた収蔵であることから３館で

重複する資料の除籍作業を各館で進めており、開館の時期が固まり次第、

新館の蔵書構成を見据えた収集を行っていきたいと考えております。 

ということは、どこかの時点で切り替えるということですね。いずれ

アナウンスがあることを期待しています。 

開館年次が明らかになれば、そこを目指し準備できるものと考えています。 

昨今話題の電子書籍やデータベースの予算は、どの事業に入るのでしょう

か。 

先ほどの蔵書構成をどのように考えていくのかとの御質問と併せてお答え

いたします。蔵書構成については、全国の都道府県立図書館の中において 

千葉県立図書館は市町村の図書館との役割分担が進んでいるのではないか

と捉えています。学術的な本、専門的な本、雑誌、そういったものに特化し

た収集をしており、今後の考え方もそのような方向性であると考え、大きな 

変化は見込んでいないところです。電子書籍については、読書バリアフリー

の推進という流れに乗り導入に向けた努力をしているところです。データ 

ベースについては、首都圏の東京都立や埼玉県立図書館等のサービスを参考

に、引き続きサービスの提供に努めているところです。 
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委  員 

データベースはどの事業で、金額はいくらですか。           

利用者サービス業務になります。データベース利用料は、令和４年度が

788 万４千円、令和５年度も同額を要求しています。 

利用者サービス業務の半額近くになると考えられるので、利用実績を見て

評価する必要があると思います。 

電子書籍については、残念ながら令和５年度当初予算（案）には計上され

ていません。現在策定を進めている千葉県読書バリアフリー推進計画の

施策と取組の中に、インターネットを利用したサービスの提供体制の強化と

いうことで掲げられています。財政当局からは、計画ができたら施策を推進

していこうということでしたので、電子書籍をはじめ、各種配信サービスの

導入の実現に向けて、引き続き対応していくことで考えています。 

電子書籍については当初予算（案）には計上されなかったということです

が、読書バリアフリー計画が策定したら追加で計上されるのでしょうか。 

補正予算で要求していきたいと考えています。県議会議員からもいろいろ

な御質問を受けており、予算獲得に向けて努力してまいります。 

紙の資料の中に電子で手に入るものがありますが、この本については電子

で買おうとか１点１点の購入計画というのはお持ちでしょうか。 

電子書籍の予算要求にあたっては、読書バリアフリーの観点を中心にした

選書を考えています。 

電算業務費の比率が高いのではないでしょうか。県立図書館として注目

されている鳥取県立図書館の年間予算が３億円で、図書購入費が１億円を 

超えています。１億円を超えている都道府県は、東京都、大阪府、高知県だ

けです。一方、鳥取県の電算業務費を見ると千葉県の３分の１くらいで  

約 3,200 万円です。これが妥当かどうかは他県と比較しないと、この場では

妥当性が検証できません。高い原因として機械の入れ替えがあるのなら仕方

がないかと思いますが、新県立図書館を作る前に、この電算システムをいつ

まで契約するのでしょうか。また、新県立図書館の開館に向けて電算   

システムの計画はどのように考えているのでしょうか。 

電算更新は機器の耐用年数等を考慮し、およそ５年ごとに実施しています。

通常の流れからいけば、令和４年度末に実施した後の５年後には電算更新を

迎えることになります。更新は、新県立図書館の開館に近い時期になります

ので、次の更新では新県立図書館で使うシステム、機器類として準備を進め

ております。 

相場に比べて高くないかという印象だが、他県の状況、端末の数や利用者
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数の比較になるのだと思います。鳥取県は千葉県と比較して予算は少ない

が利用率が高く利用者も多い。図書購入費に対して電算費の比率も低い。

役所の仕事は前の予算の枠を踏まえていくので、大幅増とはいかないが、

他県と比較してみると千葉県の図書費は少なく、検証し説明していただき

たい。千葉県が全国の中でどの辺に位置するのかも気になります。 

次に読書バリアフリー法の推進計画ですが、千葉県が進めているという 

ことは文部科学省の資料で確認しました。これは国と自治体の責務という

ことになっているので、図書館の問題ではなくて千葉県の責務です。読書

バリアフリーの計画を立てたら、図書館の予算を認めるという論法は筋が

違います。千葉県として遅れているというのは気になります。千葉県も 

良いものを作って、さらに電子書籍の導入を進めていただきたい。 

私も電算業務の予算の比率が高いなと思いましたが、３館分だから台数も

多いという認識で捉えていました。維持管理をするからこの金額が妥当と

いう考えと思いますが、全体の比率として、図書の購入費がそうでもない

のに、ここだけがすごく目を引くので、同じような感想を持ちました。 

電算システムの予算は中央図書館で３館分を一括して計上しているため、 

他県の１県に１館しかない状況に比べ、導入している端末台数も３倍、  

維持管理もそれだけかかるという状況にあります。 

図書館運営費では、館舎の維持管理が一番大きいのですか。 

館舎の維持管理は委託業者が入っており、警備や冷暖房の管理等を含めて

約 7,800 万円、人件費が上がっており前年度に比べ約 800 万円の増です。

また、光熱水費が令和５年度は約 5,000 万円と、令和４年度の約 2,300 万

円から倍額以上に上昇しています。他に金額の大きいものは、非常勤職員

の人件費で 6,300 万円ほどです。建物が古く省エネが難しいことに加え、

人件費や光熱費の高騰もあり経費がかかっておりますが、引き続き節電等

による経費の節減に努めていきたいと考えています。 

新県立図書館ができるときには１館集約や省エネ対応で大分解消されるの

かなというふうに感想を持ちました。 

一番古い図書館は中央図書館でしょうか。新県立図書館ができるのにあと

５年は要するとのことですが、もう少し早く３年ぐらいでできないもので

しょうか。古い図書館を維持するのも大変と思いますので。 

大きな建物であることから、設計にあと２年近くかかり、埋蔵文化財等の

調査等を終えて建築許可が出てから工事に入るため、さらに３年ぐらいを
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要するものと見込んでいます。順調にいっても、あと５年ぐらいはかかる

ものと受け止めています。 

他になければ、次の５年度の事業計画と関連するため、一括して承認を  

いただくこととします。 

（２）令和５年度千葉県立図書館事業計画（案）について説明願います。 

＜議事の説明＞ 

県の教育委員会ホームページの平成３０年の資料に「新たな『知の拠点』

づくり有識者検討会議」から提言があり、すばらしい理想的な図書館像が

描かれていました。そこで提言されたものは、新県立図書館にどれぐらい

反映していただけるのか教えていただきたい。 

平成３０年に策定の「千葉県立図書館基本構想」を基点に、提言も参考にし、

その後、策定した「新千葉県立図書館等複合施設基本計画」や「新千葉県立

図書館・県文書館複合施設整備計画」に沿った形で、新しい図書館づくりを

進めております。この基本構想をなるべく実現できるような形で、事業を 

進めていければと考えています。 

先ほどの説明の中で、大人向けの資料収集や事業計画を強調されていた  

ように受け止めました。私は小学校の教諭で、子供たちの意見を代弁する 

つもりでここに来ているので、そのため敏感になったのかもしれません。 

有識者からの提言を踏まえ、長野県立図書館や石川県立図書館の     

ホームページを閲覧させていただいたところ、子どもたちが県立図書館で 

学ぶ場がきちんと確保されている図書館でした。スペースの関係とか予算の

関係で、やむなく削られていってしまうものもあるのかと感じたのですが、

その辺りについての状況はいかがでしょうか。 

諸般の事情から基本設計に時間を要しており、現時点では具体的にお示し 

することができない状況ですが、子どもたちのスペース確保にも努めてまい

ります。小さなお子さんをはじめ、子どもたちが図書館に来ていただければ、

自分たちが大人になったときにお子さんを連れてきてくれるというような

好循環が生まれると思います。 

事業計画と直接関わる訳ではないが、県の図書館ですので、市立図書館と

の連携と蔵書の持ち分についてどのように考えられてきたのか知りたい。 

図書館はどうしても貸出だけを見られがちだが、県立図書館が移転すると、

今よりアクセスが悪くなり、貸出サービスの評価が下がることが予想される

ので、千葉市図書館との関係性をどうされているのか、今後の蔵書計画を 

どうされているのか教えてほしい。 
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現在、県立図書館３館で、資料の搬送を別々に行っています。かなり複雑

なコース表になっていますが、県内すべての５４市町村、図書館や公民館

等の読書施設、それから県立の学校に協力してもらって、本の貸し出しが

できている状況です。この県内の市町村や学校に、物流をきちんと確保し

て、600 万の県民が、県立図書館や市町村立図書館の本も含めて、相互に

利用する仕組みを確保しています。将来は県立図書館が１館になりますの

で、この物流がもっとシンプルになるよう無駄を無くして、より良いもの

にしていこうという考えで計画しています。 

蔵書についていえば県立図書館は、比較的学術的で専門的な観点から本を 

集めてきました。千葉県は、市町村立図書館の蔵書が充実している県かと 

思います。各市町村でかなり厚い幅の蔵書がありますので、それも利用させ

ていただきながら、県民の皆さんが今必要としている本を取り寄せて使うと

いう感覚を、どこの市町村立図書館でも大切にしていることと思います。 

これは千葉県の図書館業界の基盤ですので、それを推し進めていきたいと 

いうふうに考えています。委員から御質問のあった、発行される児童書全部

を購入することはこれまで難しかったのですが、それを網羅的に収集して、

県内の市町村立図書館や学校等に利用してもらえるような環境を整備して

いきたいと考えています。 

前回の協議会においても、千葉県の図書館はＤＸが非常に遅れているので

はないかという御指摘をいただいています。現在、市町村立図書館を通じ

て県立図書館の本を借りるには、電話やＦＡＸといったＤＸにはほど遠い

ような手段で申請をしていますので、インターネットを通じて、本の申請

ができるようにならないか検討しているところです。今後、市町村立図書

館ともいろいろ相談をさせてもらい、市町村の実績にも結びつくような形

で、今まで以上に借りやすいような環境を作り出せるよう検討を進めてい

るところです。 

県内の市町村立図書館とは、蔵書計画の連携はないのですか。千葉には 

県立が３館あって、県民からすると県立の閲覧サービスが定着している。 

その後、市町村立図書館ができたときに、蔵書計画の協力相談があったの

かという質問です。                               

千葉市は充実した図書館ネットワークを持っており、県立とは良好な協力

関係を築いてきたと認識しています。千葉市に限らず、市町村立図書館と 

蔵書などの棲み分けについて千葉県公共図書館協会などで明らかに決めた

ことは恐らくないのですが、相互に物流を行う中で自然とお互いの蔵書に
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ついて理解が進んだ結果、現在に至っています。市町村立図書館の皆さん

から、勝手な棲み分けは困るというふうなことをお聞きしたことはありま

せん。 

他にいかがでしょうか。 

先ほどの知の拠点づくりの提言１２ページの中段にある、見に来る人の

期待が高まるシンボルエリアの形成という文言は、専門性の高い大人の

スペシャリストたちの研究の場という意味だと思います。そうは言っても

いろいろな方が来館すると思われるので、県の図書館にある貴重な様々な

蔵書に直接触れられなくとも、タッチパネル等で普段見られないような 

ものを見ることができる等、そんな構想は新図書館にあるのでしょうか。

この会議に出席するにあたり、学校の子どもたちに意見を聞いてきました

が、貴重な本が多くある図書館であれば、どういう本があるか紹介してく

れるとか、図書館に行くと自分の本を作ることができるような場所がある

といいとか、いろんな作家の方とつながれるような場所が図書館だったら

良いと言われました。シンボルエリアができると、他県からも利用者が

いらっしゃって、観光立県ちばの施策にも合致すると思いますが、その辺

のお考えがありましたら教えていただきたい。 

隣には中央博物館があり文書館と県立３館が同じ建物になる、このような

施設が集まる場所になります。そのような立地環境から例えばシステムで

御指摘のようなものが実現できると良いと思っています。図書館が移転 

することをきっかけにして、システムについても一本化できると理想的だ

なと考えております。現在の図書館の資料検索結果は文字情報がほとんど

で、子どもたちが見たときにあまり面白くない状況です。今後は例えば 

書影、本の表紙の画像も併せて表示できるように取り組んでいきます。 

博物館、文書館、図書館それぞれがバージョンアップした上で、どのよう

な連携が図れるかということを模索しています。システムの他に場作りも

検討しており、連携事業などで関係構築を進めています。将来的には、

研究者たちが集うことのできる象徴的な場所として「青葉の森」が思い浮か

ぶ、そういう場所になるよう努めていきたいと思います。 

ありがとうございました。もう１点。新しい図書館を計画するにあたって

他県の図書館、県立図書館の視察には行っているのでしょうか。 

他県の新設された県立図書館や特徴のある図書館へは視察に行くよう努め

ております。先日も高知県と広島県に伺い、学んできたところです。また

児童書関連では滋賀県、山口県に児童担当者を今年度派遣しています。 
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先ほどから知の拠点づくりという言葉がやたら出てきますが、何か博物館

から話は出ているでしょうか。図書館として出すべき知というのは何なの

かというのが全然なくて、他との関係でしか書かれていない。高齢者  

サービスとか障害者サービスの中身も知という形と思いますが、大人、 

ないしは子どもに対する知というものをどういう意味で決定するかの  

コンセプトが今ひとつ見えない。市町村立図書館との分担はわからない 

ではないのですが、県立図書館のあり方はいろいろあって、新しくできた

石川県立みたいに非常に華々しく打ち出しているところもありますが、 

実績があるところでは例えば岡山県立図書館のようなところは、市立図書

館がしっかりとしたネットワークを形成している上に、さらに県庁のそば

に大きな県立図書館を作って、日本で一番貸し出しが多い図書館で競合 

している訳ですね。千葉は千葉でいいと思うのですが、知というのが何か

、知の拠点として何を出したいのかというのを少し明確にしていただいた

方が良いと思います。誰がどういう範囲でどういう議論をしているのかと

いう情報がもっと出てくるべきではないかと思うのです。 

続けて申しますが、配付資料の４、５ページ目あたりに、県内の市町村立

図書館等への幅広い搬送サービス網の中に高校の名前がたくさん入って 

います。気になるのはその学校図書館との関係です。本来、公立高校の 

学校司書は公費で賄えるような定数配分があるはずで、他県の県立高校に

はかなり正規の学校司書がいました。神奈川県や静岡県は、県立図書館と

県立高校の学校司書が同じ枠で異動があり、職員が回るパターンがあり 

ます。３館を統合すると、３館の定員がそのまま新しい図書館に全部来る

のかどうか。それであれば県内の学校図書館に環境を作って、最初の  

手掛かり、足掛かりにする。人事になるので非常に難しいと思います  

けれども、１館集約の機に議論してもよいのではないかと考え、この機会

に申し上げて議事録に残していただきたいと思います。 

小学校、中学校については、読書指導員について司書教諭か教員免許、 

いずれかの免許を持つ方を配置することはあります。高校は、正規の職員

で実習助手の方、司書教諭の先生が担っているところが多かったように 

記憶しています。 

その形態は過渡期のものだと一般的に見なされているのですが、まだそう

いった県立高校があるのですね。 

私が校長の時に、市原市の図書館に相互貸借の本が届いて、県立高校には

来ないことが疑問でした。学校図書館部会にお話を伺ったところ、是非 
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お願いしたいとのことで検討を重ね、県立高校への物流が実現した経緯が

あります。その後、登録希望校がどんどん増え、現在に至っています。 

県立高校に声を掛けられているということですが、配付資料を見ると特別

支援学校の名前が少ないと思います。今、とても生徒数が増えている特別

支援学校は、やむなく図書室を潰して教室を作って対応していると聞いて

います。特別支援学校にも声を掛けているのですか。 

県立の特別支援学校に関しましては、すべての学校に毎年声掛けをして

おります。また、登録していても貸出し実績がないという状況もあります

ので、別途利用促進の御案内を送付しております。特別支援学校の副校長

・教頭会議で説明をするなど、現場の職員の方から管理職の方まで   

アプローチしているのですが、現状伸び悩んでいるところがあり、そこは

課題と捉えています。 

ということは、ここに名前がない学校は現状希望がないということで理解

してよろしいですか。 

希望がないというよりも、学校ではどなたか担当者をつけなければなりま

せんので、人の手当てができないため希望も出て来ないものと受け止めて

います。読み聞かせの講座を開催しますと、どういうふうにやっていった

らいいのか一生懸命聞いてくれますので、現場の先生方にもう少し余裕が

できると、本の貸出し依頼も来るのかなと感じています。 

私の自治体では子どもの読書推進計画の第４次を作っているところで、

このような県の動きを公立図書館だけではなく社会教育のセクションにも

教えていただけると、市町村が身近なところで関わるということができる

と思っています。県も市も何でも自前でやる必要はなく、図書館同士だけ

でなく社会教育セクション同士の情報共有もしていけるとよいと思います

。今後、新しい図書館がたとえ不便なところにできたとしても、不便だか

らこそアウトリーチしていけるような機動力のある図書館になるのかなと

感じています。 

配付資料の１８ページの予算の中に「ＩＣタグの貼付」との記載がありま

すが、令和５年度から８年度とのことですから、４年間で登録して、基本

的には新図書館の前にＩＣタグを蔵書に全部つけるのでしょうか。同じ

共通マークを今後継続するとなると、その業者の前提になるのではないか

という点が少し気になっています。 

タグについては発注段階で１種類を選ぶことになりますが、マークやシス

テムの固定に繋がるものではありません。現時点の検討の中ではＵＨＦが
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実績もあり、今後のサービスの拡張を考えると有効ではないか、というこ

とになっています。一般書の重複しているものには貼らない予定です。 

御宿町の歴史民俗資料館が今月末で閉じるそうです。五倫文庫という昔の

海外の本と教科書に関する貴重な資料で、町としては維持するのが難しい

という状況もあり建物が閉じた後、その資料をどうするのかなと思いまし

た。千葉県に関わる貴重な資料であることから、例えば移すとかの話もあ

っていいのかと思いました。その辺の情報がもしあれば伺いたい。 

新聞でも報道されましたので、県内では話題になったところですが、県立

図書館にどうにかしてほしいという話は現在のところ来ておりません。 

地元の意向としては、貴重な資料であることから現在とは違う場所になり

利用者の方が資料を手に取ることのできるスペースは狭くなってしまう 

けれども、何とか地元で確保していきたいという意向であるように伺って

おり、現状としては見守っている状況です。 

読み聞かせボランティアのスキルアップについてです。地元市の子どもの

読書活動推進会議で話題になりましたが、市町村にある読み聞かせボラン

ティア団体はセミプロ意識を持ってやっている方々が多い。ですが高齢化

されていて、後継者がいないという問題があり、スキルアップ講座を開催

しても参加される方がいないので、開催について考慮してほしいというも

のでした。しかし読み聞かせボランティアがいないということではなく、

小学校ではたくさんの保護者たちが交代で朝、会社へ行く前に子どもたち

に読み聞かせをされています。そういった方々にとってスキルアップの 

ための時間がないのだと思います。研修を一生懸命されようというのは 

あると思うのですが、あまり効率が良くない事業なのではないか、研修を

どういった方に向けて発信していくつもりなのでしょうか。読み聞かせで

こういうことするといいよという、若いお母さんたちがスマホで簡単に 

見られる程度のものをユーチューブで上げる、アーカイブとして蓄積して

いく方が良いのではないか。それを図書館の方々がやるのではなく、既存

のものがいっぱい世の中に溢れているので、検索で引っ掛かるように、 

提供する場だけでいいのではないかと思います。 

地元の保育園で一緒だったお母さんが小学校で読み聞かせの当番になった

ときに、自分が図書館員というのを知っていたことから相談されたことが

ありました。学年や雰囲気、どんな本を読んできたのか聞いて、季節に 

合わせて３冊選んでお母さんが好きなものを選んでもらいました。   

終わった後にお父さんから、選んでもらってよかった、選び方があるので
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すね、とお礼を言われたことがあります。今回の講座は、図書館との中間

で教える人を増やしたいということがあります。 

参加者がどれぐらいいるかということも今後の課題になると思います。 

本の選び方は確かに素人にはわからないので、ちょっとしたアドバイスが

あるとすごく嬉しいのですが、講座となると敷居が高すぎてなかなか参加

が難しい。やっぱりユーチューブみたいな軽いもので、こういうふうに 

選ぶといいですよ、みたいな情報がいっぱいあって、スマホで自分の好き

な情報を選べるというのが、未来の図書館のあり方なのかもしれないなと

いう風に感じました。 

貴重な御意見をありがとうございます。県立図書館も職員が限られており

ますので、こういう本を読んだらいいよという基礎的なものを今まで教え

ていたのですが、職員が人数の足りない中でやっているよりも経験者の方

が御自身の経験したことを初めてやる方にどう教えたらいいのかという、

そういうことも含めて今回、ステップアップというような形で、講座を

開催できればいいかなと思っています。地域の市町村、図書館等ともいろ

いろと相談しながら進めていければと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いします。 

よろしいですか。他に何もなければ時間も経過していますので、御意見の

方は終了させていただきます。 

それでは採決したいと思います。（１）令和５年度千葉県立図書館当初

予算（案）及び（２）令和５年度千葉県立図書館事業計画（案）について

御承認いただけますか。 

（異議なし） 

御承認いただきました。ありがとうございます。 

続きまして議事の（３）その他についてはいかがでしょうか。 

マスクと体温測定についての方針は、県の機関としてなのか、それとも

図書館としての方針なのでしょうか。 

県立図書館におきましては「千葉県立図書館における新型コロナウイルス

感染拡大予防ガイドライン」というものを定めて対応しております。３月

１日に公益社団法人日本図書館協会からガイドラインの改定がありました

ので、それに沿った形で、３月１３日から、マスクについての関係の文言

を外せるような形で現在準備を進めているところでございます。 

マスクは外せても、入口の体温測定は継続していくということですか。       

現在、国の方で審議されておりインフルエンザなどと同等のレベルになる
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と、図書館に適用しているガイドラインそのものがなくなる可能性が高く

なってまいります。現状では体温測定についてどうこうしなさいという

指示はなく、５類に移行した時点で体温測定も消滅していくのかなと考え

ております。 

他に何かございますか。無いようでしたら本日用意されている議事は終了

しましたので事務局にお返しします。ありがとうございました。 


